
①

水　　戸　　市
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市議会議案第78号

令和４年度水戸市一般会計補正予算（第７号）
　

　令和４年度水戸市の一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ626,900千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ132,200,912千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

 令和４年11月８日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第66号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき，令和４年度水戸市一般会計補正予

算（第５号）を別紙のように処分したから，同条第３項の規定により報告し，承認を求めるものである。

 令和４年11月８日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

別表　歳入歳出予算補正 

歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２　国庫補助金

１　繰越金

 

千円 千円 千円

30,245,388

10,058,851

1,885,802

1,885,802

131,574,012

30,771,905

10,585,368

1,986,185

1,986,185

132,200,912

526,517

526,517

100,383

100,383

626,900歳　  入  　合　  計

16　国庫支出金

21　繰越金

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

１　社会福祉費

２　児童福祉費

１　農業費

１　商工費

４　幼稚園費

千円 千円 千円

52,611,232

23,977,076

18,899,160

1,991,741

1,966,547

1,624,874

1,624,874

12,836,306

2,422,842

131,574,012

52,708,332

24,052,376

18,920,960

2,017,741

1,992,547

2,125,374

2,125,374

12,839,606

2,426,142

132,200,912

97,100

75,300

21,800

26,000

26,000

500,500

500,500

3,300

3,300

626,900歳　  出  　合　  計

３　民生費

６　農林水産業費

７　商工費

10　教育費
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別表　歳入歳出予算補正 

歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

１　国庫負担金

２　国庫補助金

５　雑入

 

千円 千円 千円

27,158,555

19,380,800

7,701,018

3,215,664

2,907,506

128,485,012

28,506,463

20,109,800

8,319,926

3,217,756

2,909,598

129,835,012

1,347,908

729,000

618,908

2,092

2,092

1,350,000歳　  入  　合　  計

16　国庫支出金

22　諸収入

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

１　保健所費

千円 千円 千円

10,173,469

4,272,364

128,485,012

11,523,469

5,622,364

129,835,012

1,350,000

1,350,000

1,350,000歳　  出  　合　  計

４　衛生費

別　紙

令和４年度水戸市一般会計補正予算（第５号）
　

　令和４年度水戸市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,350,000千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ129,835,012千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

　

　上記については，市議会の議決に代え，地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定によ

り処分するものである。

 令和４年９月30日処分

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第67号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき，令和４年度水戸市一般会計補正予

算（第６号）を別紙のように処分したから，同条第３項の規定により報告し，承認を求めるものである。

 令和４年11月８日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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別表　歳入歳出予算補正 

歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２　国庫補助金

５　雑入

 

千円 千円 千円

28,506,463

8,319,926

3,217,756

2,909,598

129,835,012

30,245,388

10,058,851

3,217,831

2,909,673

131,574,012

1,738,925

1,738,925

75

75

1,739,000歳　  入  　合　  計

16　国庫支出金

22　諸収入

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

１　社会福祉費

千円 千円 千円

50,872,232

22,238,076

129,835,012

52,611,232

23,977,076

131,574,012

1,739,000

1,739,000

1,739,000歳　  出  　合　  計

３　民生費

別　紙

令和４年度水戸市一般会計補正予算（第６号）
　

　令和４年度水戸市の一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,739,000千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ131,574,012千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

　

　上記については，市議会の議決に代え，地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定によ

り処分するものである。

 令和４年10月17日処分

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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